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★

★

★

★

★
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★

★
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枚
方
議
３
面

０
９
０
１
０
３

井

藤

奥

奥

井

藤

井

議
会
は
、
６
月

日
の
本

会
議
で
、

平
成

年
度
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第
２

号
）
を
原
案
の
と
お
り
、
賛

成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。

こ
の
補
正
予
算
は
、
歳
入

歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ
５
１
９
３

万
円
を
増
額
し
、
補
正
後
の

総
額
を
１
３
９
４
億
６
３
７

８
万
円
と
す
る
も
の
で
す
。

歳
入
の
主
な
補
正
内
容
は
、

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付

金
１
５
２
４
万
円
、
生
活
保

護
適
正
化
等
事
業
費
補
助
金

３
４
０
万
円
の
増
額
で
す
。

歳
出
の
主
な
補
正
内
容
は
、

私
立
幼
稚
園
事
業
経
費
２
２

８
６
万
円
、
生
活
保
護
シ
ス

テ
ム
運
用
経
費
６
１
６
万
円

の
増
額
で
す
。

ま
た
、
議
会
は
、
同
日
の

本
会
議
で
、
水
道
事
業
会
計

の
補
正
予
算
を
賛
成
多
数
で
、

下
水
道
事
業
会
計
の
補
正
予

算
を
満
場
一
致
で
、
原
案
の

と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

※
１
万
円
未
満
四
捨
五
入

安
全
確
保
に
向
け
て

幼稚園での
２歳児保育
本
市
独
自
の
基
準
を

質
問

２
歳
児
の
預
か
り
保

育
を
行
う
私
立
幼
稚
園
へ
の

補
助
金
が
計
上
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
保
育
で
は
職
員
の

資
格
な
ど
国
の
基
準
が
保
育

所
と
異
な
る
。
安
全
確
保
の

た
め
、
本
市
独
自
の
基
準
を

設
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

答
弁

国
の
基
準
に
沿
っ
て

預
か
り
保
育
を
行
う
こ
と
に

な
る
が
、
実
施
園
に
は
で
き

る
限
り
保
育
士
の
確
保
を
求

め
、
保
育
内
容
に
つ
い
て
も

保
育
所
保
育
指
針
に
沿
っ
て

適
切
に
行
う
よ
う
指
導
す
る
。

中
宮
浄
水
場
の
更
新

方
式
に
疑
問

質
問

中
宮
浄
水
場
更
新
事

業
に
係
る
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー

業
務
委
託
料
が
計
上
さ
れ
て

い
る
が
、委
託
内
容
を
聞
く
。

な
お
、
同
事
業
で
導
入
を

進
め
よ
う
と
し
て
い
る

方
式
は
全
国
で
８
事
例
し

か
な
く
、
検
証
が
不
十
分
で

あ
る
と
意
見
し
て
お
く
。

答
弁

専
門
的
知
識
や
ノ
ウ

ハ
ウ
が
求
め
ら
れ
る
要
求
水

準
書
や
契
約
書
の
作
成
等
に

お
い
て
、
そ
の
技
術
的
・
法

的
支
援
業
務
を
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
会
社
に
委
託
す
る
。現在の中宮浄水場（場所は中宮北町）

議
会
は
、
６
月

日
の
本

会
議
で
、
枚
方
市
地
域
型
保

育
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
改
正

案
を
原
案
の

と
お
り
、
賛
成
多
数
で
可
決

し
ま
し
た
。

今
回
の
改
正
は
、
国
の
基

準
改
正
に
伴
い
、
地
域
型
保

育
事
業
者
が
連
携
施
設
以
外

か
ら
代
替
保
育
の
提
供
を
受

け
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
食

事
の
外
部
搬
入
施
設
の
要
件

を
追
加
す
る
も
の
で
す
。

国
を
上
回
る
基
準
で

保
育
の
質
の
確
保
を

質
問

国
は
民
間
事
業
者
が

参
入
し
や
す
い
よ
う
基
準
を

緩
和
し
た
が
、
本
市
条
例
も

改
正
す
る
必
要
は
あ
る
の
か
。

な
お
、
子
ど
も
た
ち
の
保

育
の
質
を
落
と
さ
な
い
た
め
、

本
市
と
し
て
国
を
上
回
る
基

準
を
定
め
る
よ
う
要
望
す
る
。

答
弁

国
の
省
令
で
従
う
べ

き
基
準
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、

本
市
も
国
と
同
様
に
改
正
す

る
。
な
お
、
本
市
で
は
、
条

例
改
正
後
、
直
ち
に
適
用
を

予
定
し
て
い
る
施
設
は
な
い
。

議
会
は
、
７
月
２
日
の
本

会
議
で
、

桜
丘
小
学
校
増

築
・
長
寿
命
化
改
修
他
工
事

請
負
契
約
締
結

議
案
を
原

案
の
と
お
り
、
満
場
一
致
で

可
決
し
ま
し
た
。

本
工
事
は
、
国
が
学
校
施

設
老
朽
化
対
策
ビ
ジ
ョ
ン
に

お
い
て
示
し
た
計
画
的
な
整

備
、
学
校
施
設
の
長
寿
命
化

等
の
方
向
性
を
踏
ま
え
、
本

議
会
は
、
６
月

日
の
本

会
議
で
、
枚
方
市
放
課
後
児

童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
の
一
部
改
正

案

を
原
案
の
と
お
り
、
満
場
一

致
で
可
決
し
ま
し
た
。

今
回
の
改
正
は
、
国
の
基

準
改
正
に
伴
い
、
留
守
家
庭

児
童
会
室
で
従
事
す
る
放
課

後
児
童
支
援
員
の
資
格
要
件

を
緩
和
し
、
人
材
確
保
を
図

ろ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

放
課
後
児
童
支
援
員
に

必
要
な
資
質
の
確
認
を

質
問

教
員
免
許
を
更
新
し

な
く
て
も
放
課
後
児
童
支
援

員
の
資
格
を
有
す
る
と
い
う

が
、
停
職
処
分
を
受
け
辞
職

し
た
者
の
取
り
扱
い
を
聞
く
。

な
お
、
体
罰
等
で
辞
職
し

た
者
は
同
支
援
員
に
ふ
さ
わ

し
く
な
い
た
め
、
資
質
の
確

認
に
努
め
る
よ
う
要
望
す
る
。

答
弁

停
職
処
分
を
受
け
自

己
都
合
で
退
職
し
た
者
は
資

格
を
有
す
る
が
、
懲
戒
免
職

処
分
で
免
許
を
取
り
上
げ
ら

れ
た
者
は
資
格
を
有
し
な
い
。

市
の
学
校
施
設
整
備
計
画
に

基
づ
き
、
施
設
の
更
新
、
質

的
向
上
を
図
る
も
の
で
す
。

契
約
金
額

４
億
６
８
３

９
万
６
０
０
０
円

工
事
期
間

本
契
約
締
結

日
か
ら

年
３
月

日
ま
で

子
ど
も
が
増
加
し
た

学校施設
整備計画
地
域
で
の
対
応
は

質
問

子
ど
も
の
数
は
減
少

の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
が
、

一
部
の
地
域
で
は
、
大
規
模

な
住
宅
開
発
で
子
ど
も
が
増

加
し
、
学
校
施
設
整
備
計
画

ど
お
り
の
改
修
等
が
実
施
で

き
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
そ

う
し
た
場
合
の
対
応
を
聞
く
。

答
弁

想
定
外
の
児
童
・
生

徒
数
の
変
化
に
伴
い
、
施
設

整
備
が
必
要
と
な
っ
た
場
合

に
は
、
近
隣
の
学
校
の
状
況

を
再
調
査
し
た
上
で
、
よ
り

よ
い
教
育
環
境
の
実
現
に
向

け
、
柔
軟
に
対
応
す
る
。

改
修
工
事
中
の
校
舎

（
写
真
は
桜
丘
小
学
校
）

議
会
は
、
６
月

日
の
本

会
議
で
、
枚
方
市
税
条
例
等

の
一
部
改
正

案
を
原
案
の

と
お
り
、
満
場
一
致
で
可
決

し
ま
し
た
。

今
回
の
改
正
は
、
地
方
税

法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

個
人
市
民
税
の
非
課
税
限
度

額
の
引
き
上
げ
や
基
礎
控
除

の
適
用
上
限
の
設
定
、
た
ば

こ
税
の
税
率
の
引
き
上
げ
や

加
熱
式
た
ば
こ
の
課
税
方
式

の
見
直
し
等
を
行
う
た
め
の

も
の
で
す
。

中
で
も
、
各
自
治
体
が
条

例
で
課
税
標
準
を
定
め
る

わ
が
ま
ち
特
例

の
改
正

で
は
、

年
度
ま
で
に
中
小

企
業
が
取
得
し
た
一
定
の
設

備
等
に
対
し
固
定
資
産
税
の

特
例
割
合
が
ゼ
ロ
と
さ
れ
、

こ
れ
に
よ
り
、当
初
３
年
間
、

対
象
資
産
は
課
税
さ
れ
な
い

こ
と
と
な
り
ま
す
。

固
定
資
産
税
の
特
例

中
小
企
業
に
周
知
を

質
問

特
例
割
合
を
ゼ
ロ
に

す
る
と
、
３
年
間
は
対
象
資

産
の
固
定
資
産
税
が
課
税
さ

れ
な
い
が
、
税
収
確
保
の
考

え
方
に
つ
い
て
聞
く
。

な
お
、制
度
活
用
に
向
け
、

中
小
企
業
に
し
っ
か
り
周
知

す
べ
き
と
意
見
し
て
お
く
。

答
弁

課
税
さ
れ
な
い
間
は

交
付
税
措
置
が
な
さ
れ
る
。

ま
た
、
中
小
企
業
の
設
備
投

資
意
欲
が
増
し
、
課
税
対
象

の
資
産
が
増
え
れ
ば
、
増
収

に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。

議
会
は
、
６
月

日
の
本

会
議
で
、
７
件
の
専
決
事
項

の
報
告
を
聴
取
し
ま
し
た
。

報
告
の
内
容
は
、
公
用
車

に
よ
る
人
身
・
物
損
事
故
、

公
共
施
設
内
の
転
倒
事
故
等

に
つ
い
て
損
害
賠
償
の
額
を

定
め
る
も
の
や
、
市
立
ひ
ら

か
た
病
院
が
行
っ
た
診
断
に

対
す
る
損
害
賠
償
請
求
事
件

に
お
け
る
裁
判
所
の
和
解
案

の
受
諾
に
関
す
る
も
の
で
す
。

公
用
車
事
故
の
撲
滅
へ

ト
ッ
プ
の
姿
勢
が
重
要

質
問

公
用
車
に
よ
る
事
故

発
生
後
の
対
応
を
聞
く
。

な
お
、
市
長
ら
が
総
責
任

者
と
な
っ
て
事
故
撲
滅
の
姿

勢
を
示
し
、
各
職
員
に
安
全

運
転
を
強
く
意
識
さ
せ
る
な

ど
、
庁
内
全
体
の
意
識
改
革

が
必
要
と
意
見
し
て
お
く
。

答
弁

所
属
長
同
席
の
も
と
、

事
故
を
起
こ
し
た
職
員
に
指

導
を
行
っ
た
。
ま
た
、
事
故

を
起
こ
し
た
部
署
で
は
、
事

故
原
因
を
共
有
化
す
る
な
ど
、

再
発
防
止
の
徹
底
を
図
っ
た
。

サ
プ
リ
村
野
の
ト
イ
レ

清
掃
回
数
の
増
加
を

質
問

今
回
、
サ
プ
リ
村
野

の
ト
イ
レ
の
床
が
ぬ
れ
て
お

り
、転
倒
事
故
が
起
こ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
利
用
頻
度
の
高

い
公
共
施
設
に
お
い
て
は
、

清
掃
回
数
を
増
や
さ
な
け
れ

ば
同
様
の
事
故
が
起
こ
る
と

考
え
る
が
、
見
解
を
聞
く
。

答
弁

安
全
に
施
設
を
利
用

で
き
る
よ
う
見
回
り
の
強
化

を
図
る
な
ど
、
事
故
の
再
発

防
止
に
努
め
る
。

任
意
保
険
に
頼
ら
ず

安
全
運
転
の
徹
底
を

質
問

公
用
車
事
故
の
賠
償

に
つ
い
て
は
保
険
で
対
応
し

て
い
る
が
、
任
意
保
険
へ
の

加
入
に
つ
い
て
見
解
を
聞
く
。

な
お
、
市
が
加
入
す
る
保

険
は
市
民
が
負
担
し
て
い
る

こ
と
を
十
分
に
理
解
し
、
安

全
運
転
の
徹
底
を
要
望
す
る
。

答
弁

市
は
公
用
車
の
保
有

者
・
運
行
供
用
者
と
し
て
、

事
故
に
関
し
損
害
賠
償
責
任

を
負
っ
て
お
り
、
そ
の
責
任

を
果
た
す
た
め
、
任
意
保
険

へ
の
加
入
は
必
須
と
考
え
る
。

公
平
委
員
会
委
員

議
会
は
、
６
月

日
の
本

会
議
で
、
公
平
委
員
会
委
員

に
平ひ
ら

松ま
つ

正ま
さ

幸ゆ
き

氏
を
選
任
す
る

こ
と
に
満
場
一
致
で
同
意
し

ま
し
た
。

な
お
、
任
期
は
６
月

日

か
ら
４
年
間
で
す
。

人
権
擁
護
委
員
候
補
者

議
会
は
、
７
月
２
日
の
本

会
議
で
、
人
権
擁
護
委
員
候

補
者
の
推
せ
ん
に
つ
い
て
、

津つ

熊く
ま

友と
も

子こ

氏
、

よ
し

田だ

孝た
か

司し

氏

を
満
場
一
致
で
適
任
と
決
し

ま
し
た
。

議
会
は
、
６
月

日
の
本

会
議
で
、
外
郭
団
体
５
団
体

の
経
営
状
況
（

年
度
事
業

計
画
）
の
報
告
を
聴
取
し
ま

し
た
。

各
団
体
の

年
度
事
業
計

画
・
予
算
の
概
要
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。

※
１
万
円
未
満
四
捨
五
入

■
枚
方
市
土
地
開
発
公
社

事
業
計
画

道
路
施
設
用

地
な
ど
７
事
業
に
関
す
る
公

有
用
地
３
万
４
１
２
９
平
方

を

億
８
９
３
２
万
円
で

取
得
す
る
。

道
路
施
設
用
地
４
事
業
に

関
す
る
公
有
用
地
約
７
２
０

８
平
方

を

億
２
４
５
０

万
円
で
売
却
す
る
。

予
算
総
額

収
益
的
収
支

と
資
本
的
収
支
を
合
わ
せ
て
、

収
入
を

億
６
２
５
１
万
円
、

支
出
を

億
８
０
４
７
万
円

と
定
め
る
。

東
部
清
掃
工
場
用
地

稼
働
後
の
取
得
理
由
は

質
問

東
部
清
掃
工
場
は
す

で
に
稼
働
し
て
い
る
が
、
そ

の
用
地
を
取
得
す
る
計
画
と

な
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。

答
弁

同
工
場
は
都
市
計
画

決
定
面
積
約
８
万
平
方

で

事
業
認
可
を
受
け
た
。
そ
の

際
の
環
境
影
響
評
価
で
十
分

な
緑
地
を
確
保
す
る
計
画
と

し
た
が
、
旧
工
場
の
老
朽
化

に
よ
り
約
５
万
平
方

で
施

設
を
先
行
整
備
し
た
た
め
、

緑
地
の
確
保
を
含
め
、
用
地

を
引
き
続
き
取
得
し
て
い
る
。

■
公
益
財
団
法
人
枚
方
体
育

協
会事

業
計
画

市
民
ス
ポ
ー

ツ
普
及
啓
発
事
業
、
総
合
型

地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
の
育

成
事
業
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の

管
理
運
営
事
業
等
を
行
う
。

予
算
総
額

収
入
を
４
億

８
２
７
５
万
円
、
支
出
を
４

億
８
２
５
２
万
円
と
定
め
る
。

■
枚
方
市
街
地
開
発
株
式
会

社
事
業
計
画

ビ
ル
管
理
事

業
、商
業
床
等
賃
貸
事
業
、飲

料
水
等
物
販
事
業
、公
共
施
設

等
管
理
受
託
事
業
等
を
行
う
。

予
算
総
額

収
入
を
７
６

１
７
万
円
、
支
出
を
６
４
９

０
万
円
と
定
め
る
。

■
公
益
財
団
法
人
枚
方
市
文

化
国
際
財
団

事
業
計
画

鑑
賞
事
業
、

文
化
活
動
等
育
成
支
援
事
業
、

市
民
の
国
際
交
流
活
動
の
支

援
と
促
進
事
業
、
海
外
友
好

都
市
交
流
事
業
等
を
行
う
。

予
算
総
額

収
入
を
１
億

３
８
３
２
万
円
、
支
出
を
１

億
３
９
７
３
万
円
と
定
め
る
。

開
館
の
機
運
向
上
へ

総 合 文 化
芸術センター
文
化
活
動
を
活
発
に

質
問

（
仮
称
）
総
合
文
化

芸
術
セ
ン
タ
ー
開
館
に
向
け

文
化
活
動
を
活
発
に
す
べ
き

だ
が
、
逆
に

年
度
の
事
業

数
は
減
少
し
て
い
る
。
こ
れ

で
は
市
民
の
間
で
機
運
が
高

ま
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

答
弁

機
運
を
高
め
る
た
め
、

市
民
説
明
会
の
開
催
や
市
民

文
化
団
体
と
の
意
見
交
換
、

情
報
発
信
の
強
化
等
を
図
る
。

ま
た
、
協
定
を
締
結
し
た
交

響
楽
団
等
と
連
携
し
、
市
民

参
加
型
事
業
等
を
検
討
す
る
。

■
株
式
会
社
エ
フ
エ
ム
ひ
ら

か
た事

業
計
画

経
営
戦
略
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
推
進
、
情
報
誌

の
発
行
等
周
知
の
拡
大
を
行

う
。

予
算
総
額

収
入
を
８
４

３
０
万
円
、
支
出
を
８
４
２

２
万
円
と
定
め
る
。

自
立
経
営
に
向
け

営
業
力
の
強
化
を

質
問

外
部
評
価
員
に
よ
る

経
営
状
況
等
の
点
検
・
評
価

の
際
、
聴
取
状
況
を
把
握
す

る
よ
う
意
見
が
あ
っ
た
が
、

年
度
の
取
り
組
み
を
聞
く
。

な
お
、
抜
本
的
な
経
営
改

善
を
行
う
た
め
、
外
部
人
材

を
登
用
し
、
自
立
経
営
に
向

け
て
営
業
強
化
を
図
る
よ
う

要
望
す
る
。

答
弁

年
度
に
市
が
行
う

情
報
発
信
に
関
す
る
ア
ン
ケ

ー
ト
の
際
、聴
取
率
を
含
め
、

市
民
の
意
見
を
収
集
す
る
。

エ
フ
エ
ム
ひ
ら
か
た
の
ス
タ

ジ
オ
（
写
真
は
市
駅
構
内
）

議
会
は
、
６
月

日
の
本

会
議
で
、
枚
方
市
土
砂
埋
立

て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例

の
制
定

案
を
原
案
の
と
お

り
、
満
場
一
致
で
可
決
し
ま

し
た
。

本
条
例
は
、
災
害
の
防
止

と
生
活
環
境
の
保
全
を
目
的

と
し
て
、
府
条
例
の
規
制
対

象
外
と
な
る
３
０
０
０
平
方

未
満
の
土
砂
埋
立
て
等
の

う
ち
、
５
０
０
平
方

以
上

か
つ
高
さ
１

以
上
の
も
の

を
規
制
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
施
行
日
は

年

月
１
日
で
す
。

府
内
一
律
の
規
制
に

向
け
て
働
き
か
け
を

質
問

土
砂
埋
立
て
等
に
つ

い
て
は
、
本
来
、
府
が
条
例

の
面
積
要
件
を
引
き
下
げ
て

府
内
全
体
を
規
制
す
べ
き
と

考
え
る
が
、
見
解
を
聞
く
。

な
お
、
コ
ス
ト
が
伴
う
新

規
条
例
の
制
定
に
は
慎
重
な

姿
勢
で
臨
み
、
ま
ず
府
に
働

き
か
け
る
よ
う
要
望
す
る
。

答
弁

災
害
の
発
生
防
止
等

の
た
め
、
市
と
し
て
独
自
の

対
応
が
必
要
と
判
断
し
た
。

な
お
、
規
制
に
つ
い
て
は
、

府
と
連
携
し
て
指
導
を
行
う
。

議
会
は
、
６
月

日
の
本

会
議
で
、
調
停
案
の
受
諾

議
案
を
、
原
案
の
と
お
り
満

場
一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

本
件
は
、

年

月
に
本

市
が
発
注
し
た
第
２
清
掃
工

過
は
左
欄
参
照
）
と
並
行
し

て
、

年

月
に
申
し
立
て

た
民
事
調
停
に
お
い
て
、
調

停
案
を
受
諾
す
る
も
の
で

す
。内

容
は
、

元
市
長
に
３

期
目
分
の
退
職
手
当
の
返
納

義
務
が
あ
る
こ
と

本
市
が

こ
れ
ま
で
留
保
し
て
い
た
４

期
目
（

年
５
月

９
月
）

分
の
退
職
手
当
を
支
払
う
こ

と
な
ど
で
す
。

長
期
に
及
ぶ
訴
訟

本
市
の
負
担
額
は

質
問

本
市
は
、
退
職
手
当

返
納
命
令
取
り
消
し
訴
訟
の

一
審
で
一
部
敗
訴
し
て
も
控

訴
し
な
か
っ
た
が
、
元
市
長

が
控
訴
等
を
行
い
、

年
３

月
に
判
決
が
確
定
し
た
。
こ

の
間
の
裁
判
の
事
務
経
費
な

ど
、本
市
の
負
担
額
を
聞
く
。

答
弁

顧
問
弁
護
士
に
支
払

っ
た
委
託
料
は
約
２
１
６
万

円
で
あ
る
。
な
お
、
対
応
し

た
職
員
の
人
件
費
等
に
つ
い

て
は
算
出
が
困
難
で
あ
る
。

元
市
長
の
功
績

正
当
な
評
価
を

質
問

今
回
の
調
停
案
の
受

諾
に
至
っ
た
考
え
方
を
聞
く
。

な
お
、
有
罪
判
決
を
も
っ

て
元
市
長
の
す
べ
て
を
否
定

す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
近
い

将
来
、
そ
の
功
績
を
正
当
に

評
価
す
る
よ
う
要
望
す
る
。

答
弁

調
停
内
容
が
退
職
手

当
返
納
命
令
取
り
消
し
訴
訟

の
判
決
に
即
し
た
も
の
で
あ

り
、
早
期
に
最
終
的
に
解
決

す
る
に
当
た
り
、
現
時
点
で

の
最
善
の
方
法
と
判
断
し
た
。

４
期
目
分
の
退
職
手
当

本
市
が
支
払
う
理
由
は

質
問

本
市
が
支
払
い
を
留

保
し
て
い
た
４
期
目
分
の
退

職
手
当
を
、
な
ぜ
支
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

な
お
、
４
期
目
は
強
制
捜

査
等
に
よ
り
市
政
が
混
乱
し

た
時
期
で
あ
り
、
退
職
手
当

の
支
払
い
に
は
理
解
が
得
ら

れ
に
く
い
と
意
見
し
て
お
く
。

答
弁

３
期
目
以
外
の
任
期

は
犯
罪
に
関
与
せ
ず
と
の
判

決
が
確
定
し
た
た
め
、
４
期

目
分
の
退
職
手
当
を
支
払
う
。

調
停
事
項
に
記
載
さ
れ
た

本
件
債
務

の
内
容
は

質
問

調
停
案
で
は
、
調
停

成
立
後
１
カ
月
以
内
に
元
市

長
が

本
件
債
務

を
支
払

う
も
の
と
し
、
支
払
わ
な
か

っ
た
と
き
は
、
直
ち
に

本

件
債
務

残
額
全
部
を
支
払

う
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
い
う

本
件
債
務

と
は
、
債
務
の
全
部
を
指
す

の
か
、
一
部
を
指
す
の
か
。

答
弁

返
還
の
対
象
と
な
る

全
額
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

（デザイン・ビ
ルド・オペレート）方式
資金調達を自治体が行
った上で、公共施設など
の設計、建設、維持管理
を一括して民間事業者に
委託する手法のこと。

わがまち特例 地域

決定型地方税制特例措

置の通称で、従来、国

が一律に定めていた地

方税の特例措置の内容

について、地方自治体

が自主的に決定できる

仕組みのこと。

年度の税制改正で

導入され、地域の実情

に対応した政策の展開

が可能となった。

場
（
現
東
部
清
掃
工
場
）
建

設
工
事
に
係
る
談
合
事
件
で

有
罪
判
決
を
受
け
た
元
市
長

に
本
市
が
行
っ
た
退
職
手
当

返
納
命
令
に
対
し
、
元
市
長

が
そ
の
取
り
消
し
訴
訟
（
経

■ 退職手当返納命令取り消し訴訟の経過

平成 年５月 本市が元市長に対し２・３期目
分の退職手当返納命令

７月 元市長が退職手当返納命令取り
消し訴訟を提起

平成 年 月 ２期目分の退職手当返納命令を
取り消す判決（大阪地裁） ３
期目分のみ返納義務あり

平成 年９月 元市長の控訴、本市の附帯控訴
を棄却する判決（大阪高裁）

平成 年３月 大阪地裁の判決確定（最高裁が
上告を受理せず）

※ 元市長の任期は、２期目が 年５月 年４月、
３期目が 年５月 年４月。

枚 方 市 議 会 報第 号 年（平成 年） 月 日


